
 

 

 

 

 

 

 

 

 

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

案要綱 

令和４年 ５月 27日 

職業安定分科会（第 180回） 
資料２－１  





雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金
制
度
の
改
正

当
分
の
間
、
特
定
就
職
困
難
者
コ
ー
ス
に
つ
い
て
、
対
象
と
な
る
事
業
主
に
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
お
け
る
紛
争
に
よ
っ
て
日

本
に
避
難
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
住
民
そ
の
他
の
者
で
あ
っ
て
、
安
定
し
た
職
業
に
就
く
こ
と
が
著

し
く
困
難
で
あ
る
者
と
し
て
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
求
職
者
（
六
十
五
歳
未
満
の
者
に
限
る
。
）
を
継
続
し
て
雇
用
す
る

労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
る
事
業
主
を
追
加
す
る
こ
と
。

第
二

施
行
期
日

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
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